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京都市建築基準法施行細則 新旧対照表 

 

現行 改正後 

○京都市建築基準法施行細則 

平成元年７月１日規則第３９号 

改正 

（以下略） 

○京都市建築基準法施行細則 

平成元年７月１日規則第３９号 

改正 

（中略） 

 

令和７年１２月１５日規則第３３号 

 

 

（前略） 

 

（許可又は認定の添付図書）  

第９条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、当該許可又

は認定の申請書に当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。  

⑴～⑶  （略） 

⑷ 法第４３条第２項第１号、第４４条第１項第３号、第５２条第６項第

３号、第５７条第１項、第６８条の３第１項、第２項若しくは第７項、

第６８条の４、第６８条の５の２、第６８条の５の５第１項又は第６８

条の５の６の規定による認定 別表第２ １の項及び２の項に掲げる図書  

⑸  （略） 

⑹  （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 

（以下略） 

 

（前略） 

 

（許可又は認定の添付図書）  

第９条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、当該許可又

は認定の申請書に当該各号に掲げる図書を添付しなければならない。  

⑴～⑶  （略） 

⑷ 法第４３条第２項第１号、第４４条第１項第３号、第５２条第６項第

３号、第５７条第１項、第６８条の３第１項、第２項若しくは第７項、

第６８条の４、第６８条の５の２、第６８条の５の５第１項若しくは第

６８条の５の６又は令第１３７条の１２第１１項若しくは第１２項の規

定による認定 別表第２ １の項及び２の項に掲げる図書  

⑸  （略） 

⑹  （略） 

２ （略） 

３ （略） 

（以下略） 
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附 則 

（以下略） 

 

 

 

附 則 

（中略） 

 

附 則（令和７年１２月１５日規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（略） 

別表第２（第９条及び第１０条関係） 

区分 図書 明示すべき事項 

１～７

（略） 

  

備考 

１（略） 

２ 法第４３条第２項第１号の規定による認定及び同項第２号の規定による

許可の申請にあっては、配置図には、敷地の周囲の空地の位置（通路にあ

っては、位置及び幅員）を明示しなければならない。 

３～５（略） 

６ この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示すべき事項を明

示して第９条第１項又は第 10 条第１項の申請書に添付する場合において

は、当該他の図書に当該明示すべき事項を明示することを要しない。この

場合において、この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示す

べきすべての事項を明示して第９条第１項又は第 10 条第１項の申請書に

添付したときは、当該他の図書を添付することを要しない。 

 

（以下略） 

 

別表第１（略） 

別表第２（第９条及び第１０条関係） 

区分 図書 明示すべき事項 

１～７

（略） 

  

備考 

１（略） 

２ 法第４３条第２項第１号若しくは令第１３７条の１２第１１項の規定に

よる認定又は法第４３条第２項第２号の規定による許可の申請にあって

は、配置図には、敷地の周囲の空地の位置（通路にあっては、位置及び幅

員）を明示しなければならない。 

３～５（略） 

６ この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示すべき事項を明

示して第９条第１項又は第 10 条第１項の申請書に添付する場合において

は、当該他の図書に当該明示すべき事項を明示することを要しない。この

場合において、この表に掲げる図書に、この表に掲げる他の図書に明示す

べき全ての事項を明示して第９条第１項又は第 10 条第１項の申請書に添

付したときは、当該他の図書を添付することを要しない。 

 

（以下略） 

 

 


